
○指定給水装置工事事業者の変更届出書について

法人、個人のいずれかにより添付する書類が異なります。

法 人

変更が生じた内容
指定事項変
更届出書

誓約書
主任技術者選任・

解任届出書
廃止・休止・
再開届出書

履歴事項全部
証明書（原本）
（３か月以内の

もの）

定款の写し
主任技術者免状

の写し又は主任技
術者証の写し

事業所の名称 ○ ○ ○ 変更があった日から３０日以内

所在地 ○ ○ ○ 変更があった日から３０日以内

代表者・法人化 ○ ○ ○ ○ 変更があった日から３０日以内

役員 ○ ○ ○ 変更があった日から３０日以内

主任技術者の氏名・免状交付番号 ○ ○ 変更があった日から３０日以内

主任技術者の選任 ○ ○
主任技術者が欠けた日から２週間以内
主任技術者が欠けていない場合は、遅滞
なく

主任技術者の解任 ○ 遅滞なく

事業の廃止 ○
変更があった日から３０日以内
事業者証の返納が必要

事業の休止 ○ 変更があった日から３０日以内

事業の再開 ○ 変更があった日から１０日以内

個　人

変更が生じた内容
指定事項変
更届出書

誓約書
主任技術者選任・

解任届出書
廃止・休止・
再開届出書

主任技術者免状
の写し又は主任技

術者証の写し

事業所の名称（屋号） ○ 変更があった日から３０日以内

住所 ○ 変更があった日から３０日以内

代表者 ○ ○ 変更があった日から３０日以内

主任技術者の氏名・免状交付番号 ○ ○ 変更があった日から３０日以内

主任技術者の選任 ○ ○
主任技術者が欠けた日から２週間以内
主任技術者が欠けていない場合は、遅滞
なく

主任技術者の解任 ○ 遅滞なく

事業の廃止 ○
変更があった日から３０日以内
事業者証の返納が必要

事業の休止 ○ 変更があった日から３０日以内

事業の再開 ○ 変更があった日から１０日以内

届出様式 添付書類

届出様式 添付書類

住民票（原本）
（３か月以内のもの）

提出期限等

提出期限等

○
○



様式第４号（第７条関係）

玉野市長　　様

（備考） この用紙の大きさは、A列４番とすること。

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

届 出 者

　水道法第２５条の７の規定に基づき、次のとおり変更の届出をします。

フリガナ
氏名又は名称

住　　所

フリガナ
代表者の氏名

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日



様式第2号（第4条関係）

申請者

氏名又は名称

住 所

代 表 者 氏 名

（備考） この用紙の大きさは、A列４番とすること。

誓　　　　約　　　　書

年　　　　月　　　　日

玉野市長　　様

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 申 請 者 及 び そ の 役 員 は 、

水 道 法 第 ２ ５ 条 の ３ 第 １ 項 第 ３ 号 イ か ら ヘ ま で の

い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と を 誓 約 し ま す 。



様式第６号（第１１条関係）

玉野市長　　様

届　出　者

給 水 区 域 で 給 水 装 置 工 事 の
事 業 を 行 う 事 業 所 の 名 称

上 記 事 業 所 で 選 任 ・ 解 任 す る
給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 の 氏 名

（備考） この用紙の大きさは、A列４番とすること。

・選任の場合は、主任技術者免状の写し又は主任技術者証の写しを添付すること。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

年　　　月　　　日

選　任
解　任

給水装置 工事主 任技術 者
免 状 の 交 付 番 号

選任・解任の
年  　月 　 日

　水道法第２５条の４の規定に基づき、次のとおり給水装置工事主任技術者の の届出をします。



様式第５号（第７条関係）

廃止

休止

再開

（備考） この用紙の大きさは、A列４番とすること。

指定給水装置工事事業者 届出書

玉野市長　　　様

　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

届 出 者

　水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の　廃止　の届出をします。

　水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の　休止　の届出をします。

　水道法第２５条の７の規定に基づき、給水装置工事の事業の　再開　の届出をします。

フリガナ
氏名又は名称

住　　所

フリガナ
代表者の氏名

（廃止・休止・再開）
の年月日

（廃止・休止・再開）
の理由


